
安全対策の徹底（総合的な安全対策）

専門家会議から示された土壌汚染対策方針により、土壌汚染の安全は確保される見込みであるが、施設整備の安全対策をより徹底す
るため、複数の対策を組み合わせ「総合的な安全対策」を実施し安全・安心を確保する。
① 土壌汚染・・・「掘削・オンサイト処理」、「エアースパージング（＋揚水処理）」 、「フェントン処理」による浄化対策を行う。
② 施設配置・・・市場施設はできるだけ汚染区画を避け、安定した地盤に配置する。
③ 建築物・・・・建築物の構造や機能にも安全対策を行う。
④ 地下水・・・・地下水汚染については、土壌汚染対策により浄化が進むが、水質モニタリングを行い、必要に応じて揚水対策等を

検討する。

ベンゼンによる汚染
（人為由来）

砒素・ふっ素・鉛
による汚染

（自然由来等）

土壌汚染に対する安全対策

○掘削・オンサイト
処理

○エアースパージング
（＋揚水処理）

○フェントン処理

○いずれも物質も自然
由来レベルであり、
現状のままでも安全
が確保されるため、
地表面の被覆または
盛土を施した状態で
管理していく

総合的な安全対策

施設配置の安全対策 建築物の安全対策

○土壌汚染区画には出
来るだけ建屋を配置
せず、通路・駐車場
として利用する

○土壌の入替えがない
安定した地盤に施設
整備する

○配管ピットにおける
換気

○建築物の崩落・変形
防止のための構造強
度の確保

○構造スラブの採用
○塗膜防水などによる
地下水等の浸入防止

など

地 下 水

○土壌汚染処理に伴う
地下水の浄化

○水質モニタリングを
行い、必要に応じて
揚水対策等を検討
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※本図は、「第18回姫路市中央卸売市場移転予定地における土壌汚染対策等に
関する専門家会議」議事概要別紙1と同一。
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